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小規模修繕等契約希望者登録申請の手引き 

（新規・更新） 

（令和６年１０月） 

 

１ 制度の主旨 

この登録制度は、江別市が発注する小規模な修繕等の業務について、市

内に主たる事業所を置く事業者を対象に、受注希望者をあらかじめ登録し、

登録者の活用を図ることにより、市内の小規模事業者の受注機会拡大と市

内経済の活性化を目指すものです。 

 

２ 対象となる契約 

軽易な内容で、履行が容易な修繕等のうち、金額が５０万円以下のもの

を対象とします。 

 

３ 有効期間 

   令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

４ 登録要件 

市内に主たる事業所（本社、本店）を有する法人、又は江別市に住民登

録のある個人で、次のいずれにも該当しない方を対象とします。 

（１） 特別な理由がある場合を除くほか、契約を締結する能力を有しな

い者及び破産者で復権を得ていないもの 

（２） 競争入札参加資格者名簿（工事・工事関連業務、物品・役務）に 

登録している方 

   ※協同組合等で登録を希望する場合は、構成員全てが競争入札参加 

資格者名簿（工事・工事関連業務、物品・役務）に登録されてい 

ないこと。 

（３） 登録を希望する業種の業務を履行するに当たって、必要な資格や 

免許等を有していない方 

（４） 登録を希望する業種の業務について、自ら履行できない方 

（５） 市税を滞納している方 

（６） 江別市暴力団排除条例（平成２５年条例第３８号）第２条第１号 

に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条例第７ 

条第１項に規定する暴力団関係事業者に該当すると認められる方 
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５ 申請方法 

次の提出書類を郵送又は持参してください（ＦＡＸでは受付しません。） 

各証明書は、提出日より３ヵ月以内に発行されたものに限ります。 

(１） 申請書 

（２） 現在事項全部証明書（法人のみ） 

（３） 身分証明書（個人のみ） 

※本籍が江別の場合は、市役所１階の戸籍住民課で発行していま 

す。 

（４） 納税証明書（完納証明書） 

※市役所１階の市民税課で発行しています。 

（５） 業務を履行するに当たり必要な資格や免許証の写し 

（６） 債権者口座登録等依頼書 

（７） 誓約書 

※（２）～（５）は、複写可です。 

※更新の場合で内容に変更がないときは、（５）（６）の提出は不要です。 

※郵送申請で、申請を受領した旨の証明が必要な方は、受理票（様式任

意）と、110 円切手付き返信用封筒を同封して下さい。 

 

６ 申請書の書き方 

（１） 「住所又は所在地」 

事業所の所在地を記入してください。 

個人事業者の方で、自宅で事業を行っている場合は、自宅の住所 

を記入してください。 

（２） 「商号又は名称」 

登記されている名称を記入してください。 

個人事業者の方は、通常使用している名称を記入してください。 

（３） 「代表者職・氏名」 

代表者の職名（代表取締役など。個人事業者の方は「代表」）と氏 

名を記入してください。 

また、請求書の代表者と一致させてください。 

（４） 「申請印」 

見積書や請求書、変更届等に使用する印鑑を押してください。 

法人の場合は代表者印、個人事業者の場合は個人印になります。 

※ゴム印や、シャチハタ印などは不可。 

（５） 「資本金」 

法人の場合のみ、資本金の額を記入してください。 

（６） 「従業員数」 

代表者を含めた人数を記入してください。 
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（７） 「登録希望業種」 

営業実績があり履行できる業務のうち、登録を希望する番号を○ 

で囲んでください。 

（８） 「資格・許可等の記入欄」 

登録を希望する業種を履行するに当たって、法的に必要な資格や 

許可を有している場合に記入してください。 

ここに記載した資格等については、それを証明する書類のコピー 

を必ず添付してください。 

 

７ 受付期間終了後の受付について（随時受付） 

   受付期間が終了した後も、随時に申請を受付します。 

   その場合の有効期間の開始時期は、次のとおりとなります。 

（１） 令和６年３月１日から４月２５日までに申請したもの 

  → 令和６年５月１日から 

（２） 以降、毎月２５日までに申請があったもの 

       → 翌月１日から 

 

８ 変更届 

申請事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出してください。 

   （変更届は、市ホームページからダウンロードできます。） 

 

９ 登録の取消し 

   登録されている方が次の各号のいずれかに該当したとき、登録を取り消

すことがあります。 

   （１）登録要件に該当しなくなったとき。 

   （２）倒産又は破産したとき。 

   （３）業務の受注に関して、談合など不誠実な行為があったとき。 

 

10 法令等の遵守 

   この制度に基づく契約の履行に当たっては、関係法令及び江別市契約に

関する規則等を遵守してください。 
 

11 注意事項 

（１） この登録は、契約（業務の発注）を約束するものではありません。 

（２） 業務は自ら履行することを原則とし、一括下請（丸投げ）は認め

られません。 

（３） 登録者の名簿は、市のホームページ等に公開しますので、あらか 

じめご了承のうえ申請してください。 
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12 問合せ先 

江別市総務部財務室契約管財課契約係 

電 話  ０１１-３８１-１０６６ ＦＡＸ ０１１-３８１-１０７０ 

 

13 その他 

申請内容に疑義が生じた場合、追加資料の提出を求めることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

小規模修繕の予算を管理している主な課 

内 容 担 当 課 

庁舎関係 総務部財務室契約管財課   （本庁舎２階） 

農村整備関係 経済部農業振興課      （第二別館２階） 

地区センター関係 生活環境部市民生活課    （本庁舎２階西棟） 

保育園関係 子ども家庭部子ども育成課  （本庁舎２階西棟） 

市営住宅関係 建設部建築住宅課      （別館１階） 

公園関係 建設部都市建設課      （別館２階） 

道路関係 建設部土木事務所道路管理課 （元江別本町２１番地） 

学校関係 教育部総務課        （教育庁舎：高砂町２４番地６） 

市立病院関係 江別市立病院事務局管理課  （江別市立病院：若草町６番地） 

水道関係 
水道部水道整備課      （水道庁舎２階：萩ヶ岡１番地４） 

水道部浄水場        （浄水場：上江別東町１６番地１） 

下水道関係 
水道部下水道施設課     （水道庁舎２階：萩ヶ岡１番地４） 

水道部浄化センター     （浄化センター：工栄町１番地） 

 

【業務の受注に当たって】 

業務は、全て担当課で発注します。 

修繕予算を管理している主な課を一覧にしましたので、参考としてくだ

さい。 


